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１．はじめに 
 平成 17 年 1 月 14 日、原子力安全・保安院から、当社に、「日本原燃株式会社特定

廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請について（指示）」の文

書をいただいた。 
 上記文書の指示に従い、特定廃棄物管理施設の「ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟」（以

下「EB2 建屋」という。）並びに、再処理施設の「高レベル廃液ガラス固化建屋」（以

下「KA 建屋」という。）、「第１ガラス固化体貯蔵建屋・東棟」（以下「KBE 建屋」

という。）及び「第１ガラス固化体貯蔵建屋・西棟」（以下「KBW 建屋」という。）

について、崩壊熱の除去解析の再評価を行った。その結果について報告する。再評価

を行った設備の一覧を表１に示す。 
 
２．崩壊熱の除去解析の再評価結果 
 ２．１ クロスチェック解析において差違の認められた EB2 建屋の再評価 
 ２．１．１ 設備及び解析の概要 

 EB2 建屋のガラス固化体貯蔵設備の冷却空気流路の概略断面図を図１に示

す。 
 ガラス固化体の冷却には、ガラス固化体の崩壊熱により暖められた空気が軽

くなることにより上方へ移動する力（通風力）を用いた間接自然空冷方式を採

用している。冷却空気は、冷却空気入口シャフトから流入し放射線しゃへいの

ために設けられている入口迷路板部、下部プレナム部を通り、ガラス固化体を

収納した収納管と通風管の間の円環流路を流れ、ガラス固化体を冷却するとと

もに側壁流路を流れ側壁のコンクリートを冷却する。ガラス固化体の崩壊熱に

より暖められた冷却空気は、上部プレナム部、入口迷路板部と同様の目的で設

置された出口迷路板部を通り、冷却空気出口シャフトから建屋外へ出る。 
 崩壊熱の除去解析は、冷却空気流量の解析と、その解析結果を受けて行う伝

熱解析からなる。崩壊熱の除去解析フローを図２に示す。 
 冷却空気流量については、ガラス固化体の崩壊熱によって発生する通風力と

冷却空気流路の圧力損失のバランスにより求める。 
 この冷却空気流量とガラス固化体の発熱量、ガラス固化体貯蔵設備の形状、

熱物性値等から伝熱解析を行い、ガラス固化体及び各部のコンクリートの温度

を求める。 
 今回、冷却空気流量の再解析結果をもとに伝熱の再解析を行うことにより、

崩壊熱の除去解析の再評価を行った。 
 
 ２．１．２ 冷却空気流量の再解析 

 EB2 建屋で実施していた崩壊熱の除去解析結果について調査した結果、迷路
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板部の圧力損失計算の際に文献式１)の解釈を誤り、迷路板部の圧力損失を過小

評価していたことが分かった。（詳細は「４．崩壊熱の除去解析の誤りの原因」

参照） 
 このため、迷路板部の圧力損失計算において、文献式１)を正しく適用して、

崩壊熱の除去性能を再解析することとした。 
 冷却空気流量は、冷却空気流量を計算するプログラムを使用して、円環流路、

出口シャフト部等の通風力の合計と各部位の圧力損失の合計がバランスする

ように圧力損失及び流量をパラメータとした収束計算により求める。収束計算

では、通風力と圧力損失をバランスさせるために流量を変化させるが、迷路板

部の圧力損失が大きい場合には流量のわずかな変動に対して圧力損失が急激

に変動するためにバランスさせることができず収束解が得られなかった。 
このため、表２及び図３に示すように冷却空気流量の計算において全円環流

路に同一流量が流れるとして、全通風力と圧力損失がバランスするまで少しず

つパラメータを変化させ収束解を求めた。これを以下「簡易計算」という。簡

易計算手法は､設計及び工事の方法の認可（以下「設工認」という。）と同様の

解析フローであるが、側壁コンクリートのγ線による発熱及び側壁流路の冷却

空気の流れについて無視している。 
 冷却空気流量が大きいほど迷路板部の圧力損失が大きくなり、円環流路に流

れる冷却空気流量に与える影響が大きくなることから、今回の簡易計算では最

も冷却空気流量が大きくなるガラス固化体を全数貯蔵した場合について評価

を実施した。 
 圧力損失の計算結果を表３に示す。結果によると、入口迷路板部圧力損失に

ついては設工認の計算値の 11Pa が再計算では 65Pa、出口迷路板部圧力損失

については 16Pa が 73Pa、円環流路及びその他の圧力損失を含めた合計では

75Pa が 146Pa となり、迷路板部の圧力損失を過小評価していたことが分かっ

た。この結果、円環流路１本当たりの冷却空気流量は、設工認の計算値の

1,147kg/h が再計算では 491kg/h となった。 
 
１）Report S-SS-3-9, Heat Transfer Research Inc.1987 

 
 ２．１．３ 伝熱の再解析と再評価の結果 

 簡易計算により得た冷却空気流量をもとに、設工認において用いている汎用

有限要素法解析コード（ＡＢＡＱＵＳ）を用いて伝熱解析を実施した。 
 その結果のガラス固化体中心温度及びコンクリート温度を表３に示す。ガラ

ス固化体中心温度は設計目標値の 500℃であったが、コンクリート温度は当施

設の設計目標値であるところの日本建築学会発行の「原子力用コンクリート格
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納容器設計指針案・同解説」の中の通常運転時（長時間）のコンクリート温度

制限値 65℃を超えることが分かった。 
 以上のことから、本迷路板部の設計では、上記の当社設計目標値を満足でき

ないと判断した。 
 
 ２．２ 類似の冷却構造を有する KA 建屋、KBE 建屋及び KBW 建屋の再評価 

 EB2 建屋と類似の冷却構造を有する KA 建屋、KBE 建屋及び KBW 建屋に

ついて調査した結果、EB2 建屋と同様に圧力損失計算において文献式１)の解釈

に誤りがあり、迷路板部の圧力損失を過小評価していた。（詳細は「４．崩壊

熱の除去解析の誤りの原因」参照） 
 このため、EB2 建屋と同様の再評価を実施した。 
 再評価の結果、KA 建屋におけるガラス固化体中心温度は設計目標値の

500℃以内に入っているが、KBE 建屋及び KBW 建屋におけるガラス固化体中

心温度は設計目標値の 500℃を超えることが分かった。コンクリート温度につ

いては、KA 建屋、KBE 建屋及び KBW 建屋とも、当施設の設計目標値である

65℃を超えることが分かった。（表３参照） 
 以上のことから、本迷路板部の設計では、上記の当社設計目標値を満足でき

ないと判断した。 
 

３．崩壊熱の除去性能を確保するための対策 
 ３．１ 対策の方針 

 再評価の結果、EB2 建屋、KA 建屋、KBE 建屋及び KBW 建屋について、

当社の設計目標値を満足できず、崩壊熱の除去性能が確保できないことが判明

したため、上記の 4 建屋の迷路板部の構造を変更する。変更に当たっては迷路

板設置の目的であるしゃへい機能を満足するとともに崩壊熱の除去性能を確

保できる構造へ変更する。 
 なお、構造変更に当たっては、「６．再発防止対策」を踏まえて実施する。 

 
３．２ 構造変更に係る検討事項（図４参照） 

   (1) 冷却空気流量を確保するための圧力損失の低減 
圧力損失の低減を図るために、迷路板の一部を削除し開口部を拡大する。 

(2) しゃへい機能の確保 
開口部を拡大した迷路板部のしゃへい機能を補うために、必要に応じて、拡

大した開口部へ金属製ルーバーの設置、冷却空気入口及び出口シャフト部への

しゃへい板の設置を考慮する。 
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(3) コンクリート温度の上昇防止 
必要に応じてコンクリート部位に対して、断熱材を厚くする等を検討する。 

 
これらの対策については、今後の設計の中で具体化し、併せて構造変更に伴

う建物の健全性についても確認し、その結果に基づき３．４項に示すような設

工認変更申請等を行う。 
 

３．３ 構造変更内容の妥当性確認 
 構造を変更する迷路板部については、圧力損失の計算について、原理の異な

る別の評価方法による確認としてモックアップ試験及び流体解析コードによ

る確認を実施し、設計の妥当性を確認する。 
 

 ３．４ 今後の進め方（表４参照） 
 第１回設工認認可を受け、第２回設工認申請中であるEB2建屋については、

第１回設工認変更申請及び第２回設工認申請書の一部補正を行う。 
 KA 建屋及び KBE 建屋については、設工認変更申請を行い認可を受けた後

に、改造工事を実施する。なお、KA 建屋及び KBE 建屋の改造工事終了後に、

ウラン試験の総合確認試験を実施する。 
 また、第１回設工認申請中である KBW 建屋については、第１回設工認申請

書の一部補正を行う。 

4 



４．崩壊熱の除去解析の誤りの原因 
 圧力損失計算において文献式１)の解釈誤りの発生に至った経緯を添付１に示す。 
４．１ 発生事象 

迷路板部を流れる冷却空気は、迷路板により流れを妨げられ、圧力を失うことで

流量が低下する。一般に、冷却空気量は、迷路板部の流路が太いと空気が流れやす

く、細いと流れにくくなる。この妨げの度合いを計算するのが圧力損失計算である。 
今回指示のあった 4 建屋について圧力損失計算を行う際に用いた文献式１)は、熱

交換器内の仕切り板(バッフル板)部を流れる流体の圧力損失を計算するための式で

あったが、これを迷路板部の圧力損失計算に転用する際に、その式の意味するとこ

ろを誤って解釈したため、実際よりも多量の冷却空気が流れるとの計算結果を出し

ていた。 
誤って解釈した内容は以下のとおりである。 
 
(1) 圧力損失を求めるためには、迷路板部の流速を求める必要があるが、流速を決

めるための流路断面積を正しい解釈に基づく値（α部）よりも大きい値（β部）

を用いていた。概念的には、以下のとおりとなる。 
 

β 冷却空気 

α 

 
 
 
 
 
 

正しい解釈に基づく値(α部)は、迷路板部平均断面積 
（図５の       ） Ｓ＝√Ｓ２×Ｓ３  

誤った解釈に基づく値(β部)は、迷路板部を含む冷却空気流路の断面積 
（図５のＳ＝Ｓ１） 

(2) 断面が円形の機器を前提として作成されていた式を、冷却空気流路という断面

が矩形であるところに適用する際に、矩形の辺ａ，ｂを円の直径Ａに換算する

概念（相当直径）を用いた。概念的には、以下のとおりとなる。 
 

 

 
 

冷却空気 
 
 
 
 

 

Ａ

ｂ 
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文献式１)を正しく解釈すると、矩形断面の幅（図５のＤｓ=ａ）であったが、

実際の計算では、相当直径（図５のＤｓ＝２（ａ×ｂ）／（ａ＋ｂ））に置き換

えた（注）。 
 

（注）置き換えは、ａ／ｂの比により圧力損失が大きく計算される場合と小さく計算される場合
がある。 

 
４．２ 原因 

圧力損失計算において文献式１)の解釈に誤りが発生した原因は、以下のとおりで

ある。 
(1) 元請会社では、特定の機器の設計に使用される文献式１)を他の機器の設計に

転用してプログラムを作成していたが、プログラムの変更に際して、プログ

ラムの変更管理に関するルールがなかったため、検証が行われなかった。 
(2) 元請会社には、設計変更に係る設計レビューのルールはあったが、設計レビ

ュー項目選定の基準が明確ではなかったため、その結果、設計レビューが行

われなかった。 
(3) 当社では、設計変更管理における設計レビューについては、ルールが明確で

なかったこと、元請会社に先行施設の特定廃棄物管理施設の「ガラス固化体

貯蔵建屋」（以下「EB 建屋」という。）の建設実績があったため、元請会社の

設計を信頼していたことから、設計レビューがなされなかった。 
 
５．設工認で使用した計算式及び解析コードの確認 
 今回の解析における誤りは、文献に載っている式を転用して迷路板部での圧力損失

を計算するに当たり、その式の解釈を誤り、迷路板部での圧力損失を過小評価したこ

とに起因している。（「４．１ 発生事象」を参照） 
 このことから、特定廃棄物管理施設及び再処理施設を対象に、設工認の安全設計に

使用した計算式について、同様の誤りがないことを確認することとした。加えて、設

工認の安全設計に使用した解析コードについても、併せて確認することとした。これ

らの確認は、臨界、しゃへい、火災・爆発の防止、耐震、耐圧強度等の各分野に精通

した専門知識を有する社員により実施した。 
 計算式については、他の原子力施設で使用実績があるか、規格や基準類で定められ

ているか等、十分に検証された式であることを確認した上で、ある物質に適用する式

を他の物質に転用した場合（例：液体に適用すべき式を気体に転用した場合）等の判

断基準の下に、式の解釈に誤りのおそれのある計算式について洗い出しを行った。 
解析コードについては、他の原子力施設で使用実績があるか等、十分に検証された

コードであることを確認した上で、そのコードを変更しているものについて洗い出し

を行った。 
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  計算式及び解析コードの妥当性確認フローを図６に示す。 
 この確認の結果、今回の崩壊熱の除去解析に用いた計算式以外で再確認が必要なも

のは、計算式が 4 件、解析コードが 3 件であり、しゃへい、耐震等の各分野に精通

した専門知識を有する社員により詳細検討を行い、その適用に問題がないことを確認

した。（表５、表６参照） 
 以上のことより、今回の崩壊熱の除去解析に用いた計算式以外の計算式及び解析コ

ードについてはその使用に当たり解釈の誤りはなく、適用に問題はない。 
 

６．再発防止対策 
 今回の原因は、 

(1)元請会社では、特定の機器の設計に使用される文献式１)を他の機器の設計に転

用してプログラムを作成していたが、プログラムの変更に際して、プログラム

の変更管理に関するルールがなかったため、検証が行われなかったこと、 
(2)元請会社には、設計変更に係る設計レビューのルールはあったが、設計レビュ

ー項目選定の基準が明確ではなかったため、その結果、設計レビューが行われ

なかったこと、 
(3) 当社では、設計変更管理における設計レビューについては、ルールが明確でな

かったこと、元請会社に先行施設 EB 建屋の建設実績があったため、元請会社

の設計を信頼していたことから、設計レビューがなされなかったこと 
 の３点である。 
 これらについては、当時の設計変更管理に抜けがあったこと及びそれを監視できな

かったことに関し、ＰＤＣＡ（計画、実施、評価、改善）が機能していなかった結果

であると判断できる。 
一方、プール問題等の不具合を受けて改善した現在の品質保証システム（平成 16

年 5 月以降）のルール（設計管理要領、不適合等管理要領）（注）では設計変更を適切

に拾い出せるとともに、監視する仕組みとしての監査、設計審査会及び不適合検討ワ

ーキングを設け審査することとしている。 
 
（注） 
設計管理要領  ：設計管理の方法として、設計レビュー、設計の妥当性確認の方法等を定めた要

領 
不適合等管理要領：不適合管理、是正処置、改善事項に係わる処理要領を定め、品質管理の向上を

図るための要領 
 
したがって、現在のシステムを当時に当てはめた場合、今回の件は設計レビューの

対象として扱うこととなり、適切に処置できるものと考えている。 
なお、今回の原因の一つが、元請会社が式の適用に当たっての解釈を誤ったことで

あることから、元請会社に対して式の適用解釈を誤らないような仕組み作りを要求す

7 
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るとともに、その実施及び監視をより確実にするよう、今回の事例をルールに盛り込

むこととした。 
 
具体的には、 

(1)当社は、設計管理要領に以下の事項を盛り込み、元請会社に対し、調達管理要

領及び契約仕様書にて当社の要求を確実に実施させる。 
(i) 特定の機器の設計に使用される文献式を転用して作成されたプログラムにつ

いては、プログラムを変更する際、文献における式の意味を確認するなどプロ

グラムの変更管理を元請会社に徹底させる。 
(ii) 設計の変更管理においては、「設計変更が当初設計の要求事項に合致してい

るか」の観点で、設計当初にさかのぼって設計レビューが行われるような、具

体的なルールを元請会社に規定させる。 
 

(2)設計レビューにおいては、当社が要求する最終的な性能が試験・検査や段階的

な試験運転で検証することが困難なものについて、十分な設計レビューを行う

ことを設計管理要領に盛り込む。 
 
これらの対策の実施状況については、現在運用している品質保証システムの内部監

査及び第三者監査により今後確認していく。 
 
 
 

以上 



表１ 再評価の指示のあった設備及び類似の冷却構造を有する設備の一覧 
 
 建屋名 略称 指示文書の記載 現在の状況 

特定廃棄物

管理施設 
ガラス固化体貯蔵

建屋Ｂ棟 
EB2 
建屋 

クロスチェック解

析の結果差違のあ

った設備 

建設中（掘削中） 
 第１回設工認認可済 
 第２回設工認申請中 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 
KA 
建屋 

EB2 建屋と類似

の冷却構造を有す

る設備 

建設中 
（冷却空気流路は施工済） 

第１ガラス固化体

貯蔵建屋・東棟 
KBE 
建屋 

同上 建設中 
（冷却空気流路は施工済） 

再処理施設 

第１ガラス固化体

貯蔵建屋・西棟 
KBW 
建屋 

同上 建設準備中 
 第１回設工認申請中 
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冷却空気入口シャフト 

出口迷路板部 

バードスクリーン  

入口迷路板部 

  

    

通風管   
収納管   

円環流路   
  

ガラス固化体
  

冷却空気 

上部プレナム部 

バードスクリーン

冷却空気出口シャフト 

冷却空気迷路板 

冷却空気冷却空気  

 

(上から見た構造) 

  

  

 

側壁流路 

下部プレナム部 
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 図１ EB2建屋の冷却空気流路の概略断面図 



 
 
 

冷却空気流量解析用の 
条件設定 

冷却空気流量解析 
 
ガラス固化体の崩壊熱に

よって発生する通風力と

冷却空気流路圧力損失の

バランスにより空気流量

を計算する 

冷却空気流量の決定 

伝 熱 解 析 
汎用有限要素法解析コー

ドによるガラス固化体・各

部のコンクリートの温度

解析 

ガラス固化体等の伝熱 
解析用の条件設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２  ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去解析フロー
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設工認における解析 再評価における解析

（解析コード：ＣＡＮＤＤＹ*1） （簡易計算）

・ガラス固化体発熱量 ・ガラス固化体発熱量

・冷却空気入口温度 ・冷却空気入口温度

・ガラス固化体貯蔵設備形状 ・ガラス固化体貯蔵設備形状

・側壁コンクリートのγ線
　による発熱量

・全数貯蔵 ・全数貯蔵

・収納管１本貯蔵

・ガラス固化体１体貯蔵*2

計算出力 ・冷却空気流量 ・冷却空気流量

*１：冷却空気流量計算プログラム(Cooling Analysis of Natural Draft Dynamics)
*２：ＥＢ２建屋のみ実施。

<簡易計算の前提条件>
　①各収納管での発熱量及び各円環流路での冷却空気流量は均一。
　②側壁コンクリートのγ線による発熱及び側壁流路の冷却空気流量は考慮しない。

表２　設工認と再評価における冷却空気流量解析の比較

図３　　冷却空気流量の再評価（簡易計算）の計算モデル

解析方法

入力条件

解析を実施した
貯蔵状態

冷却空気入口シャフト

下部プレナム部

通風管

収納管

円環流路

ｶﾞﾗｽ固化体

冷却空気

上部プレナム部

冷却空気出口シャフト

バードスクリーン バードスクリーン

入口迷路板部

出口迷路板部
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　ガラス固化体崩壊熱（１体当たり） [kW]

 入口温度（外気温度） [℃]      29      29      29      29      29      29      29      29

 上部プレナム部出口温度 [℃]      85     160    約75     116    約90     171    約90     249

 冷却空気流量 [kg/h]  97,811  39,296  58,597  30,063 100,316  41,739 165,750  47,120

 円環流路を流れる冷却空気
 流量（１本当たり）

[kg/h] 　1,147
＊４     491 　1,203     668 　1,166     522   1,133     337

 圧力損失合計 [Pa]      75     146      62     105      80     154      81     198

   (入口迷路板部圧力損失) [Pa]        (11)        (65)         (7)        (42)        (17)        (70)        (10)        (81)

   (出口迷路板部圧力損失) [Pa]        (16)        (73)         (8)        (55)        (17)        (75)        (15)       (110)

   (円環流路及び
    その他部位の圧力損失)

[Pa]        (48)         (8)        (47)         (8)        (46)         (9)        (56)         (7)

 ガラス固化体中心
＊２ [℃]   約410     500   約420     463   約430     519   約430     624

 貯蔵区域天井部コンクリート
＊３ [℃]     65℃以下      91     60℃以下      77     65℃以下     101     65℃以下     136

＊１:　「Report S-SS-3-9 Heat Transfer Research Inc. 1987」による圧力損失の式を正しく適用した場合の計算結果。

＊２:　ガラス固化体の中心温度の設計目標値は 500℃以下としている。

＊３:　コンクリート温度の設計目標値は日本建築学会発行の「原子力用コンクリート格納容器設計指針案・同解説」
の中の通常運転時（長時間）のコンクリート温度制限値65℃以下としている。

＊４:　設工認申請書では伝熱解析に用いる冷却空気流量として、1,140kg/hとしている。

設工認の
計算値

設工認の
計算値

設工認の
計算値

設工認の
計算値

再評価値
＊１

(簡易計算)

表３　　再評価の結果（ガラス固化体を全数貯蔵した場合の崩壊熱除去解析）

ＫＡ建屋 ＫＢＥ建屋 ＫＢＷ建屋ＥＢ２建屋

再評価値
＊１

(簡易計算)
再評価値

＊１

(簡易計算)
再評価値

＊１

(簡易計算)

冷却
空気

温度

全
数
貯
蔵

2.0 2.3 2.3 2.3
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冷却空気の流れ 

冷却空気出口シャフト バードスクリーン 

通

収

円環

ガラス固

下部プレ

部 

冷却空気入口シャフト 

出口迷路板部 
側壁 
流路 

入口迷路板部 

 

バ ン 

図４ 構造変

 
表４ 各設備の

 
 EB2 建屋 KA 建

設工認の変更等 

・第１回設工認変

更申請 
・第２回設工認申

請書の一部補

正 

・設工認変

迷路板部等の改

造工事の有無 未施工のため無 有

特記事項 － 
KA 建屋及

了後にウ

実施する。
 

14
風管
納管
流路 迷路板の開口部を拡大 必要に応じて 
開口部を拡大した迷路板への金属製ルー

バーの設置 

化体 迷路板

空気の流れ 
上部プレナム
ナム部 

更の概

今後の

屋 

更申請

 

び KB
ラン試

 

 

ードスクリー
必要に応じて 
断熱材を厚くする
ル

念図 

進め方 

KBE 建屋 

 ・設工認変更申請 
・第

有 未

E 建屋の改造工事終

験の総合確認試験を
必要に応じて 
しゃへい板を追設
 必要に応じて 
しゃへい板を追設
ーバーの概念図 

ルーバー 

KBW 建屋 

１回設工認申

請書の一部補

正 

施工のため無 

－ 



【文献式】 
 

 

 

 

 

 

 
【文献で想定している流体の流れ】 

Ｗ 

ｕ Ｄｓ 

ＳＢ 
ＳＷ 

 ρｕ２

ΔＰ＝ ２θ２

 
  

ΔＰ ：圧力損失 

ρ  ：密度 

ｕ  ：流速 

Ｗ  ：流量 

Ｓ  ：平均流路断面積 

Ｄｓ ：管径 

ＢＣ ：開口率（％） 
ＬＢＣ：バッフル板の間隔 

２ 

４．１(1) に関する文献式 
 

Ｓ 
  

 
Ｓ＝√ＳＢ×ＳＷ  

４．１(2) に関する文献式 
 
 
 
 
 
 

【矩形断面へ変換する際のモデル化】 

φ

ＬＢＣ

Ｄｓ
Ｄｓ １－

ＢＣ
１００

Ｄｓ
ＢＣ

１００

θ＝sin tan-1  
Ｄｓ １－ ＢＣ 

１００ 
ＬＢＣ 

φ

Ｓ３ 
(SWに相当する断面積) (迷路板を含  

Ｓ２ 
(SBに相当する断面積) 

 
 
 
 
 
 
 

 誤

４．１(1) 
流路断面積の解釈誤り 

４．１(2) 
円形断面を矩形断面へ

変換する際の解釈誤り 

 
Ｄｓ＝

図５
Ｓ１ 
む流路断面積)
 
ａ
ｂ

 

った解釈 正しい

Ｓ＝Ｓ１  

Ｄｓ＝

Ｓ＝√Ｓ２×

２（ａ×ｂ） 
ａ＋ｂ  

 文献式での解釈誤りの事象

15 
流路
ｕ＝

Ｗ 
解釈 備 考 

圧力損失計算の誤り

に与える影響大 

ａ  

Ｓ３ 
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コードを変更して
いるか？※４ 

検証された解析コードか
※３ 

設工認で使用した計算式

（延べ約8,900件） 

検証された計算式か？ 
※１ 

※１ 
① 他の原子力施設で実績のある

計算式か？ 
② 規格・基準類で定められてい

る計算式か？ 
③ 学会誌、便覧等の公開文献に

記載されている計算式か？ 
④ 国のクロスチェックを受けた

計算式か？ 

４件０件

Y

Y 

N

N

N

解釈に誤りのおそれ
があるか？※２ 

N

Y

３４件

適用に問題なし

※４ 
① 出力フォーマットの変更

を除く 
 

※３ 
①他の原子力施設で実績の

ある解析コードか？  
②国のクロスチェックを受

※２ 
る物質に適用する計算式を他の物質に転用した場合 
：液体に適用すべき式を気体に転用した場合） 

②ある構造に適用する計算式を他の構 転用した場合 
（例：円環構造へ適用すべき式を角形
③ある機器に適用する計算式を他の機
（例：熱交換器用の圧損式を迷路板に

適用に問題なし 

設工認で使用した解析コ ド

(延べ約820件、55種  

→ 表５ No.1～4 参照

専門知識を有す
による詳細

適用に問題

 
 
 
 
 図６ 計算式及び解析コー
造に
件

構造へ転用した
器に転用した場
転用した場合）

る社員
検討 

０件

あり

ドの妥当性確

 

→ 表６ No.2～3参照→ 表６ No.1 参照 

けた解析コードか？ 
 

２件１件

場合）
合 
 

７件 

適用 問題なし

認フロー注） 

注）ガラス 化体貯蔵建屋Ｂ棟にて用いた崩壊熱除去計算及び 
類似の 却構造を有する設備の崩壊熱除去計算を除く 
①あ
（例
に

固
冷

？

Y

ー

類)



表５ 計算式の妥当性確認の結果 
 

No. 対象計算式 確認対象とした理由 確認結果 

１ 

使用済燃料貯

蔵プールにお

ける燃料収納

缶等落下時の

ライニングの

貫通厚さを求

める式 

・ 公開文献「REACTOR SAFEGUARDS」
に記載があり、かつ原子炉施設のプール

の設計で実績のある式が用いられてい

るが、ライニングの貫通厚さを求めるの

に、飛行物体が鋼板に衝突する際の貫通

深さを求める米国の実験式を転用して

いるため確認対象とした。 
 

・左記実験式は、剛体(変形しない物体)である飛行物体が、空気中で鋼板に衝突

した場合の貫通深さを求める式である。本式の使用に当たっては、燃料収納缶

を剛体としていること、ライニングのコンクリート支持や収納缶に働く水の抗

力(水中を物体が移動する際に水から受ける力)を考慮しないことから、貫通厚

さ評価としては安全側の結果が得られる方法であることを再確認した。なお、

入力値に問題がないことを再確認した。 
・燃料集合体の落下試験の結果から評価結果に充分な裕度のあることが確認さ

れている。 

２ 

収納管プラグ

のストリーミ

ングを評価す

る式（γ線） 

・ 日本原子力研究所発行の公開文献「再処

理施設の放射線遮蔽安全ガイド資料

（JAERI‐M86-060）」で記載されてい

る式を用いているが、段差が 2 段の屈曲

部を有する収納管プラグの間隙部のス

トリーミング評価において、段差が 1 段

の屈曲円環ダクトにおけるストリーミ

ング評価式を組合わせることにより 2
段の屈曲円環ダクトにおけるストリー

ミング評価式として利用しているため

確認対象とした。 

・左記公開文献で記載されている式では、屈曲部における放射線の散乱を安全側

に設定しているのに加え、左記評価式の使用に当たっては、収納管プラグの間

隙部の大きさを安全側に施工公差を考慮した大きさに設定していることから、

ストリーミング評価としては安全側の結果が得られる方法であることを再確

認した。なお、入力値に問題がないことを再確認した。 
・汎用の解析コードである DOT を用いて、段差が 2 段の屈曲部を有する収納管

プラグについて別途評価しており、左記評価式による評価は安全側の結果が得

られることが検証されている。 

３ 

収納管プラグ

のストリーミ

ングを評価す

る式（ｎ線） 

同 上 同 上 

４ 

使用済燃料収

納使用済燃料

輸送容器保管

庫の冷却性能

の確認に用い

る計算式 

・ 文献（空気調和衛生工学便覧）に記載さ

れている一般式を用いており、ガラス固

化体貯蔵建屋 B 棟と冷却構造は異なる

が、自然空冷方式を採用しているため確

認対象とした。 
 

・発熱体である輸送容器による熱ドラフト力と、同保管庫上部の圧力損失との

比較で、同保管庫での輸送容器の冷却能力を評価している。左記評価式の使用

に当たっては、非常に単純なモデルを用い、通風路の屈曲部,拡大縮小部等の

圧力損失や熱ドラフトで発生する通風量を安全側に設定していることから、冷

却評価としては安全側の結果が得られる方法であることを再確認した。なお、

入力値に問題がないことを再確認した。 
・既に操業している施設であり、当該室内温度は外気温度と同程度であり、キ

ャスクの冷却に何等問題が生じていない。 
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表６ 解析コードの妥当性確認の結果 
 
No. 対象解析コード 確認対象とした理由 確認結果 

１ 

FRAME 
：洞道のフレーム部

材の応力解析で

用いている解析

コード 

・汎用コードであり一般構造物における実績

はあるものの、既設原子力施設における実

績はないため、確認対象とした。 

・ 一般構造物の適用実績を確認したところ、国土交通省や独立行政

法人建築研究所、土木研究所、日本道路公団等で使用されており、

実績があるコードであることを再確認した。 
・ 本コードで解析した洞道は、再処理施設の同じ耐震クラスの洞道

と比較すると同等の配筋がなされている。 

２ 

GENDA 
：建物の地震応答解

析で用いている

解析コード 

・原子力発電所の耐震設計で使用実績がある

解析コード（RESP4）に、地震時に建屋が

接地している状態での解析を行う機能に加

え、建屋の地震時の基礎浮き上がり機能を

追加し、名称を GENDA へ変更した。 
 上記のように、機能が追加されているため、

確認対象とした。 

・ 建物の解析では、地震時に建屋が接地している状態での解析と地

震力により基礎の浮き上がりが生じてからの解析とがある。本コ

ードにより解析された再処理施設の建物は、地震時に建屋が接地

している状態での解析であり、追加した機能に従った計算は行わ

れていない。 
従って、再処理施設の計算では、原子力発電所の耐震設計で使用

実績がある解析コード（RESP4）と同じ計算であることを再確認

した。 
・ 本コードで解析した建物は、再処理施設の同じ耐震クラスの建物

と比較すると同等の配筋がなされている。 

３ 

FRAME 
：建物及び構築物の

フレーム部材の

応力解析、せん断

力分配解析で用

いている解析コ

ード（静的弾性解

析、静的弾塑性解

析及び動的解析

を行うことが出

来る。） 

・ 原子力発電所の耐震設計で使用実績がある

解析コード（FRAME）に、建屋が非線形

となった解析に対応するために静的弾塑性

解析機能を、細かな時間刻みに対応するた

めに静的弾塑性解析及び動的解析の部分で

一部機能を追加しているため確認対象とし

た。（なお、静的弾性解析の部分については

変更していない） 
 

・ 部材が小さな力を受けた時には線形解析となり、大きな力を受けた

時に非線形解析となる。フレーム部材の応力解析では、非線形と

なる計算を行っておらず、線形解析のみである。なお、本コード

による地震応答解析は行っていない。 
従って、追加機能による解析を行っていないため、今回のフレー

ム部材の解析では、原子力発電所の耐震設計で使用実績があるコ

ード（FRAME）と同じ計算であることを再確認した。 
・ 本コードで解析した建物及び構築物は、再処理施設の同じ耐震ク

ラスの建物及び構築物と比較すると同等の配筋がなされている。 
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添付１ 
 

圧力損失計算において文献式の解釈誤りの発生に至った経緯 
 
１．元請会社における経緯 

１．１ EB 建屋の設計及び今回の再評価の対象となった KA 建屋、KBE 建

屋、KBW 建屋の当初設計時（昭和 63 年～平成 4 年） 
(1) 上記 4 建屋は同時期に設計され迷路板の位置・形状が同じであり設計者

も同一であった。 
(2) 設計者は最初に EB 建屋を設計したが、設計者は迷路板の圧力損失を計

算するに当たって、管路・ダクトの流体抵抗の計算式では適切なものが

なかったため、熱交換器の圧力損失の計算式（以下「HTRI*式」という）

を転用して、冷却流量計算用のプログラム（CANDDY）に追加した。 
(3) 設計者は HTRI 式の転用に際しては、上位の課長（HTRI が主宰する委

員会の委員）に相談し、使用できることを確認した。 
(4) この EB 建屋のプログラムで、上記 4 建屋の崩壊熱の除去解析を行った。 
(5) 設計者は元請会社のルールに基づき、EB 建屋のプログラムの使用マニ

ュアルを作成し、上長の承認を得た。 
(6) EB 建屋のプログラムの使用マニュアルには各部（迷路板、ルーバー、

側壁流路）の圧力損失の求め方が図解されていたが、迷路板の図解には

流路断面積の採り方（HTRI 式の流路断面積の算出方法は管路・ダクト

の場合と異なり、        として平均流路断面積を求める。）は

記載されていなかった。但し(4)では正しい値が使用され、正しく計算さ

れていた。 （本文の図５参照） 

Ｓ＝√ＳＢ×ＳＷ 

(7) 円筒形の機器を想定して断面が円形となるものにおける HTRI 式を、冷

却空気流路のように断面が矩形である迷路板構造に適用する際は、円形

断面の直径にあたる矩形断面の幅を用いる必要があった。EB 建屋のプ

ログラム及び使用マニュアルでは、管路の圧力損失を求める場合に使用

する相当直径としていた。EB 建屋の場合は圧力損失が大きくなる方向

であった。 （本文の図５参照） 
 * HTRI: Heat Transfer Research Inc.(熱交換器に関する国際的な研究組合) 
 
１．２ KA 建屋及び KBE 建屋の設計変更時（平成 8～11 年） 
(1) KA 建屋及び KBE 建屋の当初設計から 7 年後に、迷路板の設計変更を

行い、垂直な流路（シャフト部）に 2 枚の迷路板を設置する構造から、

水平な流路（シャフト－プレナム間）に 3 枚の迷路板を設置する構造に

変更した。 
(2) EB 建屋の設計者は退職しており、迷路板部の圧力損失計算式は熱交換
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器の圧力損失計算の式を転用したもので、適用に当たっては注意が必要

なことを詳しく知っている者がいなかった。 
(3) 迷路板の設計変更が圧力損失に影響を与えるため、KA 建屋及び KBE

建屋の設計者は迷路板の圧力損失を再度計算する必要があった。 
(4) KA建屋及びKBE建屋の設計者はEB建屋のプログラムの使用マニュア

ルを参照して、プログラムを変更し、KA 建屋及び KBE 建屋の圧力損

失を計算した。 
(5) KA 建屋及び KBE 建屋の設計者はプログラムの変更時に、EB 建屋のプ

ログラムの使用マニュアルの図解に迷路板部の流路断面積の採り方が

記載されていなかったので、迷路板が設置されている部位の形状（ダク

トのような形状の流路に迷路板が設置されている、EB 建屋のシャフト

部についても同じ）から、管路の場合の圧力損失計算に使用する水平流

路部の断面積を使用した。 （本文の図５参照）４．１発生事象の(1) 
(6) KA 建屋及び KBE 建屋の設計者は、Ｄｓを管路の場合の相当直径のま

ま使用したので、圧力損失計算結果が小さくなる方向になった。 
（本文の図５参照）４．１発生事象の(2) 

(7) KA 建屋及び KBE 建屋の設計者が計算した結果を上位の課長が確認し

た。課長は KA 建屋及び KBE 建屋の当初設計から圧力損失が約４倍に

増えていたが、迷路板の枚数増加と水平な流路部のルーバーの撤去によ

る変更を考えると、計算結果は妥当と判断した。 
(8) 当時のルールでは、プログラムの変更管理のルールが規定されていなか

ったため、変更管理及び変更後のプログラムの検証は実施しなかった。 
４．２原因の(1) 

(9) 迷路板の設計変更時の設計レビューについては、当時のルールでは設計

レビューの項目の選定は担当部長が行うことになっていたが、当時の部

長の判断で、しゃへいについてはレビューを実施したが、冷却性能への

影響については担当課長による迷路板部の圧力損失計算結果の確認の

みで良しとし、レビューを実施する必要がないとした。 
４．２原因の(2) 

 
１．３ KBW 建屋及び EB2 建屋の設計変更時（平成 12～15 年） 
(1) KBW 建屋については KBE 建屋の設計変更から 5 年後に、ガラス固化

体の貯蔵密度を増大したため、迷路板の寸法・形状等の変更を行った。 
また、同時期に EB2 建屋の設計変更を行い、垂直な流路（シャフト

部）に２枚の迷路板を設置する構造から、水平な流路（シャフト－プレ

ナム間）に 3 枚の迷路板を設置する構造に変更した。 
(2) EB 建屋の設計者は退職しており、迷路板部の圧力損失計算式は熱交換

器の圧力損失計算の式を転用したもので、適用に当たっては注意が必要
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なことを詳しく知っている者がいなかった。 
(3) KA 建屋及び KBE 建屋の設計変更を行った者とは別の者が KBW 建屋

及び EB2 建屋の設計を行った。KBW 建屋及び EB2 建屋の設計者は迷

路板の圧力損失を再度計算した。 
(4) KBW 建屋及び EB2 建屋の設計者は EB 建屋のプログラムの使用マニュ

アルを参照して、プログラムを変更し、KBW 建屋及び EB2 建屋の圧力

損失を計算した。 
(5) KBW 建屋及び EB2 建屋の設計者はプログラムの変更時に、EB 建屋の

プログラムの使用マニュアルの図解に迷路板部の流路断面積の採り方

が記載されていなかったので、迷路板が設置されている部位の形状（ダ

クトのような形状の流路に迷路板が設置されている。EB 建屋のシャフ

ト部についても同じ）から、管路の場合の圧力損失計算に使用する水平

流路部の断面積を使用した。 （本文の図５参照）４．１発生事象の(1) 
(6) KBW 建屋及び EB2 建屋の設計者は、Ｄｓを管路の場合の相当直径のま

ま使用したので、圧力損失計算結果が小さくなる方向になった。 
（本文の図５参照）４．１発生事象の(2) 

(7) KBW建屋及びEB2建屋の設計者が計算した結果を上位の課長が確認し

た。課長は KBE 建屋の設計変更後の圧力損失とほぼ同様の傾向であっ

たため、計算結果を妥当と判断した。 
(8) 当時のルールでは、プログラムの変更管理が規定されていなかったため、

変更管理および変更後のプログラムの検証は実施していない。 
４．２原因の(1) 

(9) 迷路板の設計変更時の設計レビューについては、当時のルールでは設計

レビューの項目の選定は担当部長であったため、当時の部長の判断で、

しゃへいについてはレビューを実施したが、冷却性能への影響について

はレビューを実施せず、担当課長による迷路板部の圧力損失計算結果の

確認のみで良しとした。 ４．２原因の(2) 
 
２．当社における経緯 
 ２．１ EB 建屋（昭和 63 年～平成 4 年） 

計画部門、建設部門とも、迷路板部の圧力損失計算に関しては、計算結果

は確認したが、設計レビューは実施しなかった。 
 
２．２ KA 建屋及び KBE 建屋（平成 8～11 年） 
(1) 平成 8 年当時は、計画部門において当該変更に係る設計管理を行ってい

た。 
(2) 計画部門は、迷路板部の位置の変更による冷却性能への影響がないかに

ついて、元請会社から、迷路板部の設計変更が EB 建屋に適用された手
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法と同様の手法を用いて評価され、評価の結果についても、当該迷路板

部については圧力損失が増大するものの、水平な流路部のルーバー撤去

による圧力損失の低減により、圧力損失の合計は変更前より小さくなっ

た、との説明を受けた。迷路板部の設計変更については、圧力損失の合

計が設計変更前よりも安全側であったことから、崩壊熱除去性能として

問題はないと判断し、迷路板部の変更を了解した。 
(3) 当時の設計管理要領では、構造や性能に係る設計変更があった場合には

設計レビューを行うルールとなっていたが、設計レビューを行う基準が

明確でなかったため、(2)で示した確認で良しとし、文献式 1)の適用の妥

当性まで確認するような設計レビューは実施しなかった。 
 ４．２原因の(3) 

(4) 建設部門は、迷路板部の設計変更は計画部門において問題のないことを

確認済であり、計画部門へ元請会社が説明した迷路板部の設計変更に係

る評価結果の資料を見て良しとし、設計レビューを実施しなかった。 
(5) 迷路板部の設計変更管理は当時の当社の本社組織における計画部門で

行われていたが、設計変更に関して、現在の品質保証システムにおける

設計審査委員会のような、設計変更を計画的、多角的にレビューする場

がなかった。 ４．２原因の(3) 
 
２．３ KBW 建屋及び EB2 建屋（平成 12～15 年） 
(1) 計画部門は、迷路板部の設計変更に当たって、先行施設で採用されてお

り許認可の実績もあったため、圧力損失計算の手法が変更となるような

変更ではないと考え、圧力損失計算結果の確認で良しとし、設計レビュ

ーは実施しなかった。 
(2) 建設部門は、迷路板部は計画部門が確認した後からの変更はなかったた

め、圧力損失計算結果の確認で良しとし、設計レビューは実施しなかっ

た。 
(3) 迷路板部の設計変更管理は当時の当社の本社組織における計画部門で

行われていたが、設計変更に関して、現在の品質保証システムにおける

設計審査委員会のような、設計変更を計画的、多角的にレビューする場

がなかった。 ４．２原因の(3) 
 

以上 




